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Ⅰ．はじめに
　近年，日本の精神科医療においては，入院中心か
ら地域中心へと移行するための取り組みが行われて
いる。2004年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」
が示され，受け入れ条件が整えば退院可能な患者（い
わゆる社会的入院患者）約7万人については，10年
後の解消を図ることが目標とされた。2004年以降
の10年間には，障害者自立支援法の施行（後に障
害者総合支援法に変更），保護者制度の廃止，医療
保護入院制度の改正など，様々な取り組みが行われ
たが，数値目標の達成には至っていない。
　2011年の患者調査では，精神病床の1年以上に
わたる入院患者約19.3万人のうち，約13万人（約
67%）が統合失調症患者であること，65歳以上の
患者は約9.9万人（約51%）であること，さらに，
在院期間1年以上の死亡退院者数は1.1万人である
ことが示されている（厚生労働省，2014）。これら
のことから，精神病床において人生を終える統合
失調症患者は少なくないと考えられる。したがっ
て，人生の最期までその人らしく過ごせるためのケ
ア（ターミナルケア）を精神病床において充実させ
ていくことは重要な課題であるといえる。

　筆者らは，日本の精神病床におけるターミナルケ
アには四つの課題があることを明らかにした（荒木
他，2016）。第一は，とくに精神科病院では，麻薬・
個室・中央配管の不備，人員不足など，治療や看護
を行う環境が十分でないことである。第二は，看護
師が身体看護やターミナルケアを実践するに必要な
知識と経験が不足していることへの心配や，患者の
判断能力の評価が難しく告知がなされないなど，患
者の意思が軽視される現状に対してジレンマを抱え
ていることである。第三は，患者が人生の最期を迎
えるまで，その人らしく生きられるように環境を整
えていくことである。第四は，入院が長期になるほ
どに患者と家族が疎遠になり，家族のサポートが得
られにくいということである。これらの課題に対し
て，施設の対応力を高める，看護師を含む医療者へ
の支援体制を整備する，患者の思いや希望をききと
れるアプローチを行う，家族とコンタクトを取り続
ける工夫をする，といった対策が必要であると考え
る。
　精神病床におけるターミナルケアの充実のため
には，これらの課題を解決する必要がある。その
ために先進国（ここではOECD加盟国をもって先
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進国と称する）に学ぶことは有意義である。例え
ば，アメリカ合衆国では1963年の精神医療改革法
（Community Mental Health Centers Act）により，
全土で州立精神病院の病床数削減，地域精神保健セ
ンターの建設が急速に進み，1956年に約55万人い
た入院患者数は2000年に約6万人となっている（新
福，2003）。イギリスでは1999年にNHS（National 
Health Service）プランが示され，地域で提供され
なければならない精神保健サービスとして，早期介
入チーム，積極的訪問チーム，危機解決／在宅治療
チームを組織し活動した結果，入院が顕著に減少
している（Graham，2010）。カナダでは1950年代
に脱施設化が始まり，1970年代からは地域サービ
スの充実が行われ，1990年代には精神医療改革が
進められた結果，2000年頃には統合失調症の平均
在院期間が総合病院で23.4日，精神科専門病院で
144.6日と短縮してきている（竹内，2015）。イタ
リアでは1978年に精神病院への新規入院を禁止し，
総合病院内に地域サービスと関連した精神科病棟
（15床を超えない範囲）を設置することを法律で定
め，地域ケアへの転換を図っている（水野，2015）。
このように，上記の先進国は日本に先駆けて地域移
行を推し進めている。
　一方，この取り組みの陰で，日本と同様に退院で
きない患者や退院しても再発・再燃して再入院が必
要になる患者が精神科病院で最期を迎えるといった
事例があったものと思われる。そこで本稿では，先
進国の精神病床においてターミナルケアを実践した
事例に関する文献を概観し，ターミナルケアの実状
についての知見を整理し，本邦の精神病床のターミ
ナルケアの課題を解決するための示唆を得ることを
目的とする。本稿の結果は，日本の精神病床におけ
るターミナルケアの充実を図っていく際に参考にで
きる資料になると考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．文献の選定方法

　PubMedを用いて文献検索を行った（2016年8月
現在）。キーワードを「terminal care」「psychiatric 
hospital」として検索すると234件が，「terminal 

care」「psychiatric ward」として検索すると19件
が抽出された。また，地域移行が難しく，在院
期間が長い患者の診断名は統合失調症である場合
が多いことから，統合失調症をキーワードとし，
「schizophrenia」「terminal care」で検索すると43
件が抽出された。過去25年間に発表された文献に
限定し，表題と抄録を読み，事例研究6件の文献を
選定した。これらの文献の中に記されている7事例
を本研究の分析対象とした。
２．分析方法

　まず，各事例について，事例の詳細が記されてい
る箇所を精読し，もともとの言葉の意味を損なわな
いように留意して500～ 600字程度の要約を作成し
た。次に，要約の中から，ターミナルケアの実状を
表す内容を抽出し，その内容を端的に表す名称をつ
けて整理した。以上の過程は研究者2名で行い，和
訳や内容の解釈が恣意的にならないように配慮した。

Ⅲ．結果
　各事例の詳細を表1-1，1-2に示した。患者の病
名は，統合失調症が5件（事例A～ D，F），気分
障害が2件（事例E，G）であった。国は，アメリ
カが4件（事例A，B，E，G），イスラエルが2件
（事例C，D），アイルランドが1件（事例F）であっ
た。入院状況は，入退院を繰り返している事例が3
件（事例C～ E）であった。3件（事例B～ D）は
20代で発症し，10～ 40年の罹患期間を有していた。
入院前に福祉施設に入所していた事例が2件（事例
A，F）あった。
１．精神病床におけるターミナルケアの実状

　精神病床におけるターミナルケアの実状とし
て，11の事柄（それらは，【　】で示した）を認め
た。表2にその詳細を示した。以下では，患者，家族，
看護師を含む医療者，療養環境の四つに分類して記
述する。
１）患者に関する事柄
　患者に関することとして，【不確かな疼痛の表現】
【精神症状と関連した食行動の制限】【告知による精
神症状への影響】といった精神症状に関わる三つの
事柄と，ターミナルケアの状況の中で患者が抱く【治
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表1-1　先進国の精神病床におけるターミナルケアの事例の概要

文献
番号

研究者（年）
国，州，市

事例
記号

事例の詳細
①診断名　②年齢（現年齢あるいは死亡年齢）　③性別　④経過

1 Terpstra, et 
al.（2014）
アメリカ，ミシガン

A ①統合失調症（妄想型）　②61歳　③男性　④患者はケアホームに長期入所し，法的な保護者を有して
いた。患者には妄想と幻聴があり，定期的にクリニックでデポ剤の注射を受けていたが，ある時に左半
身の脱力等を訴えた。他院にて，膀胱がん，リンパ節障害等がみつかり，進行性の転移性がんと診断され，
入院治療を受けることになった。病院は，患者をケアホームから退所させる計画をすすめ，ホスピスと
緩和ケアチームが患者のケースを検討し，最終的には開放されたホスピスユニットへの入所が決定した。
患者は肺転移を認め放射線治療を受けていた。入院時，患者は衰弱し，経口摂取は乏しかった。意識は
清明とみなされたが，思考過程は混乱し，一人芝居をする，空容器をビールとみなす，「見えない人がいる」
と空中を指さすなどの様子がみられた。精神科コンサルタントリエゾンチームに診察を依頼し，薬剤調
整がなされた。患者は長期の喫煙歴があり，煙草を吸いたかったので，以前のケアホームに戻ることを
望んでいた。患者はほとんどいつも煙草を吸うことを望み「煙草を吸うと生きている感じがする」とス
タッフに言った。患者の脳転移を伴うがんは広範囲に及んでいた。患者は入院時「舌と顔が壊れている」
と話したが，頑なに痛みを否定した。状態が悪化していくにつれ，患者は心臓の急激な痛みを訴えたが，
痛みを問われると，患者は痛みについての訴えをやめた。

2 Bassirpour, et 
al.（2011）
アメリカ，ミシガン

B ①統合失調症　②64歳　③女性　④患者は精神状態の変調のため、入院となった。夫と息子がいたが，
患者の望みとは異なり，いかなる治療や介入についても支持的ではなかった。精神疾患の発症は約40年
前であった。彼女はクロム酸に繰り返しさらされていると信じ，石鹸や香水の香りに敏感であった。魚
以外の食物は腸の炎症をもたらすなどと話し，偏食は何十年も続いていた。何年にもわたって抗精神病
薬や抗うつ薬を内服したが，効果はなく，ここ1年はますます体重が減った。入院時，患者は顕著な思
考制止，会話の内容とずれた発言がみられた。BMIは13.7であり，尾骨には褥瘡も認めた。さらに血液
検査では物質代謝異常と低栄養を認めた。内視鏡では慢性胃十二指腸炎などを認めたが，CTでは胃十二
指腸に異常を認めなかった。入院後に患者は点滴を受けて，精神状態はかなり改善した。しかし，栄養
代替品，薬物，非経口・経腸補助食品を断った。身体妄想性障害と判断された。患者の食事制限の関心
は妄想と関連していたため，入院治療が必要と考えられたが，家族はそれに支持的ではなかった。患者
は治療の選択肢を明確に理解していたが，これ以上の治療を望まず，ホスピスケアを伴って家に退院した。

3 Doron & Mendlovic
（2008）
イスラエル

C ①統合失調症　②45歳　③女性　④患者は29歳で初回入院。35～ 45歳に入院を繰り返し，45歳で死
亡した。患者は攻撃的で自殺念慮があった。肺がんが発見され，化学療法が開始されたが，状態が急速
に悪化したため，中止となった。精神科のスタッフは，患者を転院させるか否かを決めなければならな
かった。患者は精神科の見地からすると退院できる状態にあったが，患者には家がなく，ホスピスの条
件にも適さなかった。きょうだいは患者を受け入れてはいなかった。スタッフは精神科病棟でターミナ
ルケアを行うことについて懸念があったが，最終的には住み慣れた精神科病棟で最期を迎えることを決
めた。患者はがんかどうかをスタッフに尋ねたり，頻回に大声をあげたりするようになった。患者がが
んで余命が短いことを知ることの利益と，それを知ることによる他患者への影響がスタッフ間で議論さ
れ，患者は真実を知らされるべきだという結論に至った。患者が死ぬのか否かと尋ねた時，スタッフは「あ
なたを助けるためにすべてのことが行われている」と伝えた。同室患者は感情的に反応した。ある患者は，
このがん患者を世話することで，自分の父親の死の記憶を思い出した。また別の患者は，がん患者に適
切なケアを提供していないとスタッフを責め，一般病院に患者を転送するべきだと述べた。他患者に患
者の死を直面させないようにするために，患者は一般病院のホスピスに移ることが決まった。

D ①統合失調症　②42歳　③女性　④患者は23歳で発病し，19年間入退院を繰り返していた。両親は離婚。
キーパーソンは母親。きょうだいが3人いたが，患者をサポートできる状況になかった。患者の最後の
入院は死の11ヵ月前であった。明確なきっかけがあったわけではないが興奮し閉鎖病棟に入院となっ
た。この時に頸部に腫瘍がみつかったが，患者は精査や治療を断った。精査や治療を断ることによる病
気への影響や，それが医療を中止させるということに，患者は十分に気づいていた。これは致命的な結
果につながるので，この決定に関する法的・倫理的側面について，スタッフカンファレンスで検討された。
患者はこの病棟に居たいと望み，医学的治療は断った。病棟の他患者が患者の病状を知り，患者を助け
ようとし始めた。こころをひらいて話をしたり，夕食時に気分はどうかと患者に尋ねたりした。患者も
女性の他患者からの援助を受け入れた。入院から5ヵ月後，患者の身体状態が悪化した。患者の精神症
状は軽減していたが，患者は開放病棟に移動することを断った。患者はその病棟で死を迎えることが可
能か否かという疑念を表現して，医療スタッフが私のような患者に対応する力がないと指摘した。入院
して7ヵ月後に患者と患者の母は，ついにホスピスに行くことを決めた。彼女は4ヵ月後にそこで死亡
した。
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療を受ける場への納得のいかなさ】という思いが
あった。
　患者には【不確かな疼痛の表現】がみられた。事
例Aには，患者が「舌と顔が壊れている」と話し
たが，頑なに痛みを否定したこと，また患者が心臓
の急激な痛みを訴えたので，その詳細を知ろうとし
て医療者が関わると，痛みについての訴えをやめた
ことが記されていた。事例Fでは，患者は痛みを否
定するものの，「頭の中がしびれている」という不
快感を訴えていた。また，患者には【精神症状と関

連した食行動の制限】がみられた。事例Bでは，患
者は「魚以外の食物は腸の炎症をもたらす」と話し，
何十年も偏食していた。さらに，【告知による精神
症状への影響】がみられた。事例Gでは，余命告知
後に患者が「私は神であり，強大な力をもっている」
等と話し，精神運動興奮状態になっていた。
　そして，ターミナルケアの状況のなかで，【治療
を受ける場への納得のいかなさ】という思いを抱い
ていた。事例Aでは，患者には法的な保護者がおり，
ホスピス付きのケアホームに入所する決定がなされ

文献
番号

研究者（年）
国，州，市

事例
記号

事例の詳細
①診断名　②年齢（現年齢あるいは死亡年齢）　③性別　④経過

4 Tate & Longo
（2005）
アメリカ，ヴァージ
ニア

E ①双極性障害　②30歳代後半　③男性　④患者は精神科病棟にうつで何度か入院歴があった。患者は薬
物やセラピーによく反応し，入院はいつも短期であった。患者は亡くなる10年ほど前にHIV陽性と診断
された。最期の入院の時，患者はうつであり，またエイズの最終段階に入っており，記憶障害が認められた。
患者の姉は，患者の治療に積極的に関与していた。医療チームはDNR（do not resuscitate）の方針を決
めていく過程で，患者と姉に密接にかかわった。心理士と看護の代表者は，患者や姉の望みを患者の葬
儀に組み込むことについて，患者と姉とともに時間を費やした。患者も姉も生命を維持するための思い
切った方法は望まず，精神科病院で死ぬことを望んだ。感染症病棟のある病院に転院すれば，2，3ヵ月
は長く生きられることはわかってはいたが，患者も姉もそれよりも生活の質に関心があり，すなわち患
者が死ぬときに患者の周りによく知っている医療者がいるということに関心があった。患者が重篤になっ
ても，可能な限りその病棟に留まった。患者の死はその病棟にアナウンスされ，患者と生活をともにし
ていた他患者が患者の死に気づき，患者や患者の死に関する気持ちについて話す機会を得た。病棟スタッ
フが葬儀に出席するために，他の病棟から看護スタッフが助けにきた。

5 Kelly & Shanley
（2000）
アイルランド，ダブ
リン

F ①妄想型統合失調症　②59歳　③男性　④患者はサポートが充実した療養所に8年間住んでいた。クロ
ルプロマジンの内服と1回／ 2週の筋肉注射を受けていた。ある時，関係妄想，被害妄想がみられ，2週
間のうちに症状が悪化したため，入院となった。入院1週間後，脳MRIでは左小脳に，がんの転移によ
る大きな塊と水頭症を認めた。水頭症に対して脳室シャントが行われた。患者はこの処置（脳室シャント）
に同意する力をもっているとは考えられなかったので，患者のきょうだいが代理で同意をした。患者の
身体状態は悪化した。精神状態は変わらず，思考障がい，被害妄想を認めた。患者と家族の議論に従い，
さらなる検査は必要ないこと，緩和ケアチームに相談することを決めた。患者は精神科病棟の個室で看
護された。患者の家族はかなりのサポートを提供した。頻回に面会に来て経口摂取を勧めた。数週間後
患者の身体状態はさらに悪化した。患者は，痛みはないといったが，「頭の中がしびれている」という不
快感を述べた。患者は多くの看護師の名前を知っていて長く会話をしていた。慢性精神疾患をもつ他患
者ともよく話をしていた。入院から6週間後，患者は「いよいよ死が近づいてきた。私は人生のすべて
において苦しめられた。今，最期の時に，私の心はいくらか平穏である」と話した。患者の精神状態は
さらに悪化した。モルヒネやミタゾラムなどの持続皮下注射が開始となった。最期の週，患者は自然に
痛みから解放された。精神症状は依然としてあるが，頻度が少なく，混乱の程度も小さくなった。患者
は入院から8週間後に穏やかに亡くなった。

6 Stecker（1993）
アメリカ，ニュー
ヨーク

G ①躁病　②20歳　③男性　④患者は，ここ数日奇妙な行動が増えていた。見知らぬ人と話をする，気分
が急に変わる，睡眠時間が減る，幸福感が増す，というような状態で，躁と診断され，精神科病院に入
院した。患者は骨肉腫の既往があり，再発の肺がんを患っていた。10日間の化学療法を受けた後で，医
師からターミナルであり，余命は6ヵ月と知らされた。患者はますます妄想的になって，躁的な行動を
示すようになった。「私は神であり，強大な力をもっている。私は死ぬが生まれ変わる。」などとスタッ
フに言った。患者は精神運動興奮状態にあった。他患者は患者に寛容であった。他患者は，患者のとぎ
れとぎれであからさまな表現に言及せず，患者の訴えに優しく接していた。他患者は，その患者の病気
を受け入れるということに問題はなかったが，スタッフは患者を同一視することから生じる，解決でき
ない様々な感情を経験していた。ある看護助手が「あの患者と関わると，自分の子どものことを想起し
てしまう」と言った。医療者は，自分の子どもがもっている多くの性質を患者の中にみた。スタッフの
多くは患者の社会的に容認できない行動を制限するのが極端に難しくなっていた。スタッフは，その患
者が自らに引き起こさせる感情について話し合ったり，表明したりする必要性があった。

表1-2　先進国の精神病床におけるターミナルケアの事例の概要
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表2　先進国の精神病床におけるターミナルケアの実状

事柄 各事例で記されていた内容

【不確かな疼痛の表現】 患者が「舌と顔が壊れている」と話したが，頑なに痛みを否定した。患者が心臓の急激な痛みを訴えたので，
その詳細を知ろうとして医療者が関わると，痛みについての訴えをやめた（事例A）
患者は痛みを否定するものの，「頭の中がしびれている」という不快感を訴えていた（事例F）

【精神症状と関連した食行動
の制限】

患者は「魚以外の食物は腸の炎症をもたらす」と話し，何十年も偏食していた（事例B）

【告知による精神症状への
影響】

余命告知後に患者が「私は神であり，強大な力をもっている」等と話し，精神運動興奮状態になっていた（事
例G）

【治療を受ける場への納得の
いかなさ】

患者には法的な保護者がおり，ホスピス付きのケアホームに入所する決定がなされたが，患者は「煙草を
吸うと生きている感じがする」と述べ，煙草を吸いたかったので，患者自身は元のケアホームに戻りたがっ
ていた（事例A）
当初，患者は精神科病棟にいることを望んだが，身体状態が悪化して開放病棟への移動を打診された際に，
患者は医療スタッフが悪化した身体状態に対応できないと指摘して断っていた（事例D）

【家族のサポート】 家族は，患者の望みとは異なり，精神科の治療を含むいかなる治療や介入に支持的ではなかった（事例B）
患者は家がなく，きょうだいの受け入れもないために，精神科病院を退院できない状況にあった（事例C）
患者の姉が患者の治療方針や葬儀の内容に関して積極的に関与していた（事例E）
患者の家族が頻回に面会に来て患者に経口摂取を勧めていた（事例F）

【患者の意思決定能力の査定】 患者には法的な保護者がいた（事例A）
患者は治療の選択肢を明確に理解していたが，これ以上の治療を望まなかった（事例B）
患者は真実を知らされるべきだという結論に至った（事例C）
頸部の腫瘍に対する精査や治療を断ることが致命的な結果をもたらすということに，患者は気づいていた
が，患者はこの病棟に居たいと望み，医学的治療は断った（事例D）
医療チームはDNR（do not resuscitate）の方針を決めていく過程で，患者と姉に密接に関わった（事例E）
患者は判断能力を十分に有していないと判断されていた（事例F）
患者は，医師からターミナルであり，余命6ヵ月と知らされた（事例G）

【多職種のチーム連携】 緩和ケアチームとリエゾンチームの介入があった（事例A）
余命が短いことを患者が知ることの利益と，それを知ることによる他患者への影響についてスタッフ間で
議論した（事例C）
患者が腫瘍の精査や治療をしないと決定したことについて，スタッフ間で法的・倫理的側面から検討がな
された（事例D）
看護師と心理士が連携していた（事例E）
緩和ケアチームの介入があった（事例F）

【患者の希望を支える】 患者は精神科の閉鎖病棟に居たいと望んだので，身体状態が悪化し，転棟を余儀なくされるまでは，患者
の希望に沿うように関わっていた（事例D）
看護師・心理士と患者・家族が葬儀の内容を検討し，患者と家族の望みを組み込んでいた（事例E）
患者も姉も生命を維持するための方法は望まず，患者がよく知っている医療者がいる精神科病院で死ぬこ
とを望んでいたので，重篤になっても病棟に留まれるように関わっていた（事例E）

【病棟スタッフと他患者の
カタルシスを図る】

病棟スタッフが患者の葬儀に出席できるように，他病棟から看護師が助けにきていた（事例E）
患者が亡くなったことを病棟にアナウンスし，他患者が患者の死に気づき，患者や患者の死に関する気持
ちについて話す機会を設けていた（事例E）

【逆転移が生じる】 看護助手が，患者と自分の子どもを重ね合わせてしまい，患者の社会的に容認できない行動を制限するの
が極端に難しくなっていた（事例G）

【他患者への影響】 ある患者が，ターミナルの患者を世話することで，自分の父親の死の記憶を思い出したり，また別の患者は，
がん患者に適切なケアを提供していないとスタッフを責め，一般病院に患者を転送するべきだと述べたり
していた（事例C）
病棟の他患者がターミナルの患者の病状を知り，患者を助けようとし始めて，こころを開いて話をしたり，
夕食時に気分はどうかと患者に尋ねたりしていた（事例D）
精神運動興奮状態で，とぎれとぎれであからさまな表現をするターミナルの患者に対して，他患者は寛容
であり，優しく接していた（事例G）
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たが，患者は「煙草を吸うと生きている感じがする」
と述べ，煙草を吸いたかったので，患者自身は元の
ケアホームに戻りたがっていた。また，事例Dでは，
当初，患者は精神科病棟にいることを望んだが，身
体状態が悪化して開放病棟への移動を打診された際
に，患者は医療スタッフが悪化した身体状態に対応
できないと指摘して断っていた。
２）家族に関する事柄
　【家族のサポート】が得られている状況と得られ
ていない状況とが示されていた。事例Eでは，患者
の姉が患者の治療方針や葬儀の内容に関して積極
的に関与していた。事例Fでは，患者の家族が頻回
に面会に来て患者に経口摂取を勧めていた。一方で，
事例Bの家族は患者の望みとは異なり，精神科の治
療を含むいかなる治療や介入に支持的ではなかった。
事例Cでは，患者は家がなく，きょうだいの受け入
れもないために，精神科病院を退院できない状況に
あった。
３）看護師を含む医療者に関する事柄
　看護師を含む医療者が行うこととして，【患者の
意思決定能力の査定】【多職種のチーム連携】【患者
の希望を支える】【病棟スタッフと他患者のカタル
シスを図る】の四つがあり，看護師を含む医療者に
現れることとして，【逆転移が生じる】があった。
　医療者は，【患者の意思決定能力の査定】を行っ
ていた。この結果は，患者に告知をするか否かに関
連するが，7事例中，患者に告知がなされていると
記述から読み取れたのは5事例（事例B～ E，G）
であった。一方，事例Aでは，患者に法的な保護
者がおり，事例Fでは，患者が判断能力を十分に有
していないと判断されていた。しかし，事例Fの患
者は「いよいよ死が近づいてきた」と死を自覚する
発言をしていた。このような意思決定能力の査定や
告知に関する検討を行っていく上で，【多職種のチー
ム連携】が適切に機能していることが示されていた。
事例Cでは，余命が短いことを患者が知ることの利
益と，それを知ることによる他患者への影響につい
てスタッフ間で議論したこと，また，事例Dでは，
患者が腫瘍の精査や治療をしないと決定したことに
ついて，スタッフ間で法的・倫理的側面から検討が

なされていた。また，事例Aでは緩和ケアチームと
リエゾンチームが，事例Fでは緩和ケアチームが介
入しており，事例Eでは看護師と心理士が連携して
いた。さらに，医療者は【患者の希望を支える】関
わりをしていた。事例Eでは，看護師・心理士と患
者・家族が葬儀の内容について検討し，患者と家族
の望みを組み込んでいた。さらに，最期を迎える場
所を検討する際に患者の望みを聞き入れていた。事
例D，Eでは，それぞれ患者は精神科病棟に居たい，
精神科病院で死にたいと，患者がよく知っている医
療者のもとで過ごすことを望んでおり，それに沿う
ように医療者が関わっていた。また，【病棟スタッ
フと他患者のカタルシスを図る】ことが示されてい
た。事例Eでは，病棟スタッフが患者の葬儀に出席
できるように，他病棟から看護師が助けにきていた。
また，患者が亡くなったことを病棟にアナウンスし，
他患者が患者の死に気づき，患者や患者の死に関す
る気持ちについて話す機会を設けていた。
　一方，患者との関わりのなかで，【逆転移が生じる】
ことがあった。事例Gでは，看護助手が患者と自分
の子どもを重ね合わせてしまい，患者の社会的に容
認できない行動を制限するのが極端に難しくなって
いた。
４）療養環境に関する事柄
　病棟内にターミナルの患者がいることによって，
他患者が感情的に反応するなどの【他患者への影響】
が現れていた。事例Cでは，ある患者がターミナル
の患者を世話することで，自分の父親の死の記憶を
思い出したり，また別の患者はがん患者に適切なケ
アを提供していないとスタッフを責め，一般病院に
患者を転送するべきだと述べたりしていた。事例D
では，病棟の他患者がターミナルの患者の病状を知
り，患者を助けようとし始めて，こころを開いて話
をしたり，夕食時に気分はどうかと患者に尋ねたり
していた。事例Gでは，精神運動興奮状態で，とぎ
れとぎれであからさまな表現をするターミナルの患
者に対して，他患者は寛容であり，優しく接していた。

Ⅳ．考察
　上記では，先進国の精神病床におけるターミナル
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ケアの実状を整理した。その結果を通して，ここで
は既述した日本の精神病床におけるターミナルケア
の課題を解決する方策を検討する。
１．施設の対応力を高めるための方策

　7事例を概観すると，施設の対応力に関しては，
唯一事例Dに，患者が開放病棟への転棟を打診され
た際，医療スタッフに対応力がないと指摘して断っ
たという【治療を受ける場への納得のいかなさ】が
示されていた。精神科病棟で勤務する看護師が，身
体疾患に伴う身体症状の観察や援助に困難を抱えて
いることが本邦の研究においても度々指摘されてい
る。例えば，泉ら（2015）は，看護師が一般病床
よりも少ない精神病床の人数配置の中で，多くの入
院患者のケアと平行して終末期患者のケアができる
のかという不安を抱いていたことを示している。ま
た，重広ら（2013）は，看護師が患者の痛みの程
度を理解すること，痛みの訴えが頻回であった際の
対応，死の恐れを軽減する関わりなどに看護の難し
さを感じていたことを報告している。
　一方，検討文献では【多職種のチーム連携】が円
滑に行われていた。とくに事例A，Fでは，緩和ケ
アチームやリエゾンチームなどといった多職種が協
働したチームがターミナルケアに関わっていた。こ
のようなチームの関わりは，筆者らが行った本邦の
精神病床におけるターミナルケアに関する文献検
討（荒木他，2016）からは見い出せなかった。理
由の一つとして，本邦には民間の単科精神科病院が
多いということが考えられる。病棟の構造や仕組み
といった物理的環境，マンパワーの確保といった人
的環境を改善するのがなかなかむずかしい場合には，
上記の事例のように多職種チームで患者に関わるこ
とができるような体制を，他病院との連携を模索し
つつ整備することが必要であろう。
　精神病床においてターミナルケアを行うに際して，
施設の対応力を考える時，病棟に入院している他患
者もターミナルの患者をサポートする力になり得る
ということが検討文献から明らかとなった。ところ
が，病棟にターミナルの患者がいることが【他患者
への影響】を及ぼすこともあった。事例Cにあるよ
うに，思い出したくない記憶を想起させたり，スタッ

フに対する怒りの感情を引き起こしたりするといっ
たネガティブな事柄だけでなく，興味深いのはポジ
ティブな反応があることである。事例Dでは，他
患者がターミナルの患者に気分を尋ねるなど助けよ
うとし始めており，また，事例Gでは，他患者が精
神運動興奮状態のターミナルの患者に対して優しく
接していた。病棟の中に，自然発生的にセルフヘル
プグループができ上がっているように捉えられ，そ
れはターミナルケアの充実に寄与していた。事例D，
Gからは，日頃から看護師が，患者同士が一緒に時
間を過ごせるような機会を設けることも，ターミナ
ルケアにとって有意義であることが示唆された。こ
のような【他患者への影響】を表す内容は本邦の文
献検討（荒木他，2016）からは見い出せなかった。
本邦においてもそれについて検討する必要があると
いえる。
２．看護師を含む医療者への支援体制を整備するた

めの方策

　精神病床におけるターミナルケアで，看護師を含
む医療者が行っていることは先進国も本邦も大きく
変わらないことがわかった。患者には精神疾患の症
状のために痛みの表現が曖昧であったり，または特
異であったりするといった【不確かな疼痛の表現】
がみられる。看護師は患者の痛みの程度を把握する
ことに難しさを抱えつつ，精神症状が日常生活に影
響を与えるため，【精神症状と関連した食行動の制
限】への援助を行っていた。また，医療者は【患者
の意思決定能力の査定】を行い，患者に告知をする
か否かを検討していた。そして【告知による精神症
状への影響】がみられたら，それに対応していた。
本邦では告知がなされないなど，患者の意思が軽視
される現状に対して看護師がジレンマを抱いている
ことが示されている。例えば，看護師は告知が行わ
れないというインフォームドコンセントのあり方に
ジレンマを感じていた（藤原他，2009）。また，看
護師は患者に告知がなされないことへのすまなさ
や，患者の意思を軽視するやりきれなさから葛藤
を抱え，不全感を抱いていた（荒井，2014）。さら
に，看護師は医師が家族だけに説明をしている現実
に患者の意思を軽視するやりきれなさを抱え，また
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医師に意見を言えないジレンマを感じていた（荒井
他，2013）。
　しかし，先進国の文献では，このような意思決定
に関連するジレンマは顕著に現れていない。この点
に関しては，自分に与えられた仕事に対する認識や
捉え方がどの国においても同一とは限らないことも
あり，その違いについての検討は今後の課題として
いきたい。
　文献検討の結果，【逆転移が生じる】ことが言及
されていた。事例Gには，看護助手による逆転移に
よって必要なケア（行動の制限）ができにくくなっ
たことが示されていた。逆転移は長期的にみると，
患者に最適な看護を行う妨げになる可能性がある。
そして逆転移は，入院期間が先進国に比較して顕著
に長い，すなわち，患者と関わる時間が長い本邦に
おいては，起こりやすい問題であると思われる。看
護師が患者に対して家族のような情を抱いていると
いうことも報告されている（荒井，2014）。既述し
た，患者に対するすまなさ，看護師の不全感は，家
族のような情を一層大きくしてしまうかもしれない。
このことが家族に関するネガティブな気持ちを生じ
させるとも考えられる。実際に荒井ら（2013）には，
患者への関わりを拒否する家族に遭遇すると看護師
は怒りと憐れみを感じる，と示されていた。患者に
対して家族のような情をもつことは悪いわけではな
いが，それによって，患者との適切な距離を保てな
くなってはならない。精神科領域のターミナルケア
においては，患者―看護師関係を客観的にみる視点
をもちながら，患者に関わる必要があるだろう。
　検討文献では，【病棟スタッフと他患者のカタル
シスを図る】ことが示されていた。本邦においても，
デスカンファレンスの場は看取ったスタッフの肩の
荷が下せる，また「あの処置でよかった」「あれし
かなかった」と互いに認め労える機会になることが
報告されていた（渥美他，2014）。看護師を含むス
タッフのカタルシスを図ることは重要といえる。ま
た，検討文献では他患者のカタルシスを図ることに
ついても言及されていた。病棟のなかでは患者同士
が影響を与え合いながら生活しており，殊にターミ
ナルケアにおいては他患者もサポートする役割を担

うという側面があることが示されたため，他患者の
カタルシスを図ることは重要であると考えられる。
３．患者の思いや希望をききとれるアプローチ・家族

とコンタクトを取り続ける工夫に関する方策

　文献検討の結果，患者の思いや希望をききとれる
アプローチと家族とコンタクトを取り続ける工夫は
影響しあっていると考えられた。7事例のうち，精
神病床で最期を看取ることができた事例（事例E，
F）はいずれも【家族のサポート】が得られてい
た。看護師を含む医療者は，家族と協働して【患者
の希望を支える】関わりをしていたと思われる。事
例Eでは患者の姉が密接に関わり，DNR（do not 
resuscitate）の方針を決める過程や葬儀内容を検討
する過程において患者と協働していた。これは家族
が患者の思いや希望を明確にすることに寄与したと
いえる。また，事例Fでは患者の家族が頻回に面会
に来て，経口摂取しにくい患者に促しを行うなど積
極的に関わっていた。患者はがんの痛みについて「頭
の中がしびれている」という不快感を表すように
なったり，告知をされていないにもかかわらず，「私
は人生のすべてにおいて苦しめられた。今，最期の
時に，私の心はいくらか平穏である」と，自らの思
いを表出するようになったりしていた。
　また，患者と家族との間に意見の相違があると，
あるいはお互いの意見の背景にある考えを知らない
と【患者の希望を支える】関わりが難しくなること
が検討文献で示されていた。事例Aの患者が抱い
た【治療を受ける場への納得のいかなさ】の要因の
一つには，患者と法的な保護者との間の意見の相違
があったと推察される。この患者は「煙草を吸うと
生きている感じがする」と述べており，煙草を吸え
る環境があることは患者の生活を豊かにすると考え
られるが，法的な保護者が患者のこのような思いを
知っていたかは明らかでない。この事例からは，看
護師が患者と家族の間に立って双方の意見を代弁し
たり，誤解を解いたりして，関係を調整していくこ
との重要性が示唆される。
　本邦では依然として長期在院の課題が継続してい
る。入院が長期にわたることで，次第に家族と疎遠
になってしまう。しかし，患者が「誰も面会に来ん
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な」と苦笑いしながら呟く（登他，2010）様子や
「家族とはこんなもんやろうなー」とぼやく（日下，
1998）様子は，患者が直接的な表現はせずとも心
のうちでは家族を求め，家族とのエピソードをたび
たび想起していることを示唆している。患者にとっ
て家族がいかに重要かがわかる。
　患者の思いや希望をききとれるアプローチ・家族
とコンタクトを取り続ける工夫としてどんなことが
考えられるだろうか。検討文献には家族とコンタク
トを取る具体的な工夫は記されていなかった。しか
し，事例E，Fからは【多職種のチーム連携】が鍵
になるということが示唆される。事例Eでは看護師
と心理士の連携があり，事例Fには緩和ケアチーム
の介入があった。患者にとっては医療者も環境の一
部であるので，関わる職種が変われば患者が表現す
る内容も変わってくると思われる。多職種が連携す
ることによって，お互いがもっている情報を共有で
きる。そして，生活歴，現病歴，家族との関係性に
関する情報などが蓄積されていくと，より多面的に
患者を捉えることができるようになる。患者のこと
がわかってくると，看護師は患者に関わりやすくな
るので，患者の思いや希望をききとれる機会が増え
ると考えられる。また，患者についての情報が蓄積
していくなかで，家族の状況や家族が抱いている気
持ちについても推察することができるようになると
思われる。患者が病気になったことによって，家族
も生活上の困難を抱えたということもあり得る。家
族とコンタクトを取る前にまず必要なのは，家族の
状況を知り，家族の気持ちを慮ることであると考え
られる。

Ⅴ．おわりに
　先進国の精神病床においてターミナルケアを実践
した7事例について，ターミナルケアの実状に関す
る知見を整理し，本邦のターミナルケアの課題に照
らして考察した結果，次のことが明らかとなった。
まず，施設の対応力に関しては緩和ケアチームやリ
エゾンチームが組織されて活動しており，多職種の
連携が円滑であったことが示された。次に，看護師
を含む医療者への支援体制に関しては，精神症状が

ある患者の意思決定に関連した看護師のジレンマは
顕著に現れておらず，逆転移の問題への対処と病棟
スタッフのカタルシスを図る必要性が示された。さ
らに，患者の思いや希望をききとれるアプローチと
家族とコンタクトを取り続ける工夫に関しては，多
職種が連携しつつ，家族のサポートを得ながら希望
を支える継続的な関わりの必要性が示された。
　以上の結果を踏まえ，本邦の精神病床のターミナ
ルケアの課題を解決する上で，とくに重要となるの
は【多職種のチーム連携】であると考えられる。日
本では民間の精神科病院が精神医療における入院治
療の中心を担っていることを鑑みると，医療設備が
十分ではなく，緩和ケアチームやリエゾンチームを
組織していない病院もあると推察されるので，病院
内だけでなく，病院の垣根を越えて病院間において
も連携できる体制を整備していく必要があると考え
られる。また，先進国においては，他患者がターミ
ナルの患者を支える力となり得ることが示され，カ
タルシスを図ることについても言及されていたため，
本邦においても，病棟にターミナルの患者がいると
いうことが他患者に与える影響について検討する必
要があるといえる。
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